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[発行日]：平成 26（2014年）1月１日 

 発行№０３ 

（農）倉橋部町ｸﾞﾘ-ﾝﾌｧ-ﾑ 広報                                        

 
 

 

  

  倉橋部町ｸﾞﾘ-ﾝﾌｧ-ﾑの組合員の皆様、新年明けましておめでとうございます。 

 本年が皆様にとって健康で、穏やかで幸せな一年でありますように!!! 

  また、当組合の労務作業におきまして安全で事故の無い年で、組合の飛躍の年であることを、 

 ご祈念申し上げます。                                 （文中敬称略） 

 

✰当広報は当組合のホ－ムペ－ジにも掲載いたしております。 

  ＨＰアドレス：http://www.zc.ztv.ne.jp/murachi/  

  （検索：農事組合法人倉橋部町グリ）  

           

１．当組合員に一部変更がありました。 

   昨年 12月 4日浄土寺町の川部徳正さんがお亡くなりになり、当組合への登録組合員が奥 

   様のよし枝さんに変更される事となりました。 

   ご冥福をお祈り申し上げます。 

     （変更前）   （変更後） 

    川部徳正様 ⇒ 川部よし枝様 

 

２．平成 26年度「労務出夫不可申請書」「特別出夫申請書」の提出について 

  平成 26年度の「労務出夫不可申請書」、「特別出夫申請書」を希望される方は、来る１月 

   14日（火）までに各班班長まで提出下さい。 

   用紙は当広報の３Ｐ、４Ｐの用紙をご使用願います。 

   なお、当用紙は毎年提出して頂く事となっておりましたが、本年度提出頂いた内容は翌年 

   度以降も有効といたします。従って、翌年度以降変更等が発生した場合、毎年 12月末日 

   迄に総務部へ連絡頂くように変更いたします。 

  ✰不明な点があれば総務部までご連絡ください。 

｟ ｠ 

発 行 部 署 ： 総 務 部 

発 行 責 任 者 ： 村 地 佐 紀 雄 

http://www.zc.ztv.ne.jp/murachi/
http://www.new-year.bz/dl_info.php?id=102806&ref_cid=8
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３．昨年 12月 14日(土)三重県より当組合を視察に来られました。 

   ・受入団体名:大野木営農組合 

・受入者数:10名 

・受入時間:午前 9時半から 11時半まで      

☆大野木営農組合の視察は 11月の倉部営農組合の視察に続いて今年度２組合目でした。 

 

４．今後の予定 

 １月 ６日（月）19:30～ H25決算打合せ(対象者:会計事務所、組合長、総務部長、総務部副部長)  

 １月 10日（金）19:30～ 部長会(対象者:組合長、総務部長、営農部長、農機具施設管理部長) 

 １月 11日（土）20:00～経営役員会 

    ✰各組班長へのお願い⇒当日、H２６年度の班長・副班長、水利担当者の報告をお願い 

     します。 

 

 １月 24日（金）20:00～ 経営役員会<予定> 

 １月 26日（日）18:30～ 東川町営農組合との交流会(対象者:理事) 

 ２月 1日（土）20:00～ 経営役員会<予定> 

 ２月 9日（日）20:00～ 倉橋部町ｸﾞﾘ-ﾝﾌｧ-ﾑ 監事会<確定> 

 ２月 16日（日）15:00～ 倉橋部町ｸﾞﾘ-ﾝﾌｧ-ﾑ 第Ⅳ期通常総会<確定> 

 

   編集後記      

日本農業新聞｟四季｠に目に留まる論評がありましたので、掲載します。 

『米は政治に翻弄
ほんろう

され、外圧に攻められ、経済に淘汰
と う た

されてきた。戦後の食料難 

 は増産の大号令、一転コメ余りで減反、長い生産調整の時を経て、民主党政権 

 で選択制に。そしてついに政府は主食を自由競争と市場原理の世界に放り出す 

 のか▼稲作農家だって作れるものなら、思い切り作りたいに決まっている。そ 

 の無念を押し殺し、村ぐるみで転作に協力し、時に反目し、需給と価格の安定 

 に心血を注いできた▼田んぼの４割に稲がない光景は寒々しい。農民は米作り 

 の誇り、喜びを削りながら営々と田を守ってきた。詩人の石垣りんは「しあわ 

 せ の生産制限」とうたった。田んぼの価値を経済の物差しでしか見られない 

 為政者と取り巻きの経済人や学者に、その心中は分かるまい▼田んぼが生み出 

 すのは米だけではない。5600種もの生き物をは育む。豪雨を鎮め慈雨をたたえ 

 る。里山の実りは川を潤し海の幸を約束する。詩歌文芸の揺籃
ようらん

であり、先祖の 

 魂が帰る場所である▼その恵みはコストや規模で測れない。それでも無謀なＴ 

 ＰＰとコメ改革に突き進むのか。主食に責任を持たない国に安全保障を語る資 

 格はない。安倍首相、あなたが施政方針演説で守ると語った「息をのむほと美 

 しい棚田の風景」「美しい故郷
ふるさと

」を自ら葬り去るのですか。』      以上 
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農事組合法人 倉橋部町グリ－ンファ－ム 

代表理事組合長 村地 佐紀雄 様 

 

 

 

特別出夫申請書 
 

 

 組合労務作業について、組合が定めた私の標準労務時間数を上回る労務の出夫

を申請致します。 

 

 

 

平成２６年   月   日 

 

氏名          ㊞ 

 

 

 (注意) 

   本申請書の有効期限は、平成２６年度以降貴殿から特段の申し出が無い限り有効と致します。 

 

 

以上 
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農事組合法人 倉橋部町グリ－ンファ－ム 

代表理事組合長 村地 佐紀雄 様 

 

 

 

出夫免除申請書 
 

 

  組合労務作業について、下記理由により出夫の免除を申請致します。 

  なお、下記理由が解消され出夫する事となった場合は、当方から組合に申し 

 出致します。 

 

 

 

平成２６年   月   日 

 

氏名          ㊞ 

 

 

 ≪出夫不可理由≫ 

   次の何れかを○で囲んで下さい。 

   ・高齢により労務作業が困難なため 

   ・病気加療を必要とするため 

   ・単身赴任等により当町に住まいしないため 

   ・その他 

                                      

                                      

                                      

 

  (注意) 

     本申請書の提出がなく出夫時間が０時間の方は、地代の支払いはいたしません。 

 

 

 

以上 


